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【ボート免許更新･失効再交付講習】29（土）13時30分～りんくる（大沼海事代理士事務所☎74･3058）

燃
え
な
い
ご
み
・
廃
蛍
光
管
等
の

収
集
日
　
12
日
（水） 

問
合
せ
　
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
課
　

1
72
・
3
1
2
6

　「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」が
届

い
て
い
る
方
を
対
象
に
、電
話
予
約

に
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
夜

間
・
日
曜
交
付
を
行
い
ま
す
。予
約
枠

に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早
め

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時
　
①
23
日（
日
・
祝
）10
時
〜
12
時

②
27
日
（木） 

17
時
30
分
〜
19
時

申
込
期
限
　
①
21
日
（金） 

②
26
日
（水） 

申
込・問
合
せ
　
市
民
課（
市
役
所
1

階
1
番
窓
口
）1
72
・
3
1
6
5 

※
平
日
9
時
〜
17
時

　
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
が
、1
年

間
に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
合

計
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、超
え

た
額
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介

護
保
険
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
介

護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず
れ

か
が
0
円
の
場
合
は
対
象
外
で
す

○
支
給
額
が
5
0
0
円
以
下
の
場
合

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

通
知
の
発
送
　
平
成
30
年
度
分（
平

成
30
年
8
月
1
日
〜
令
和
元
年
7
月

31
日
）の
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

勧
奨
通
知
は
3
月
に
発
送
予
定
で
す

申
込
方
法
　
国
民
健
康
保
険
課（
市

役
所
1
階
9
番
窓
口
）へ
持
参
ま
た

は
郵
送（
〒061-3292 

花
川
北
6
・

1
・
30
・
2
）

問
合
せ
　
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

1
0
1
1
・
2
9
0
・
5
6
0
1

国
民
健
康
保
険
課

1
72
・
3
1
2
5

　
経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な
家

庭
に
、学
用
品
費
や
給
食
費
な
ど
の

援
助
を
行
い
ま
す
。令
和
元
年
度
に

認
定
さ
れ
た
方
や
新
入
学
児
童
生
徒

学
用
品
費
の
前
倒
し
支
給
を
受
け
た

方
も
、再
度
申
請
が
必
要
で
す
。申
請

書
は
学
校
を
通
じ
て
配
布
し
ま
す
。

学
校
ま
た
は
左
記（
厚
田
・
浜
益
区
は

各
支
所
生
涯
学
習
課
）に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
学
校
教
育
課（
市
役
所
4

階
）1
72
・
3
1
7
1

支
払
日
　
10
日
（月） 

　
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
児
童
を
監

護
し
て
い
る
方
に
児
童
手
当
を
支
給

し
ま
す
。現
在
、児
童
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、至
急
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。 

※
児
童
手
当
は
申
請
さ
れ
た
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
に
な
り
ま
す

問
合
せ
　
子
ど
も
家
庭
課

1
72
・
3
1
2
8

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、一
定
期
間

分
を
ま
と
め
て
前
納
す
る
こ
と
に
よ

り
割
引
さ
れ
ま
す
。

　
割
引
額
は
前
納
期
間
や
納
付
方
法

に
よ
り
異
な
り
ま
す
。4
月
分
か
ら

の
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

払
い
の
2
年
・
1
年
・
6
カ
月
前
納
の

申
込
期
限
は
2
月
末（
年
金
事
務
所

必
着
）で
す
。市
役
所
・
各
支
所
・
金
融

機
関
で
も
申
し
込
め
ま
す
が
、日
本

年
金
機
構
へ
郵
送
す
る
た
め
、早
期

の
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

持
ち
物
　
身
分
確
認
書
類
、年
金
手

帳
、預
金
通
帳
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
、金
融
機
関
届
出
印（
口
座
振

替
の
み
）

申
込・問
合
せ
　
市
民
課
国
民
年
金

担
当
1
72
・
3
1
2
2

　
地
域
防
災
力
の
向
上
を
目
的
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
防
災
活
動
に
取
り

組
む
方
を「
石
狩
市
防
災
マ
ス
タ
ー
」

に
認
定
し
て
お
り
、昨
年
12
月
12
日

に
新
た
に
13
人
を
認
定
し
ま
し
た
。

問
合
せ
　
総
務
課
危
機
管
理
担
当

1
72
・
3
1
9
0

ご
み
の
収
集
日

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

夜
間・日
曜
交
付

防
災
マ
ス
タ
ー
の
認
定

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

高
額
介
護
合
算
療
養
費

児
童
手
当
の
支
払
日

就
学
援
助
費 

受
給
申
請

国
民
年
金
保
険
料
の

前
納
割
引

市
長
室
開
放

■日20（木） 15時～17時 ※1件30分 
■申前日17時15分までに広聴・市民生活課へ
　☎72・3191

より良いまちづくりのため、市長と語り合いませんか

■所市役所（花川北6・1・30・2）／りんくる（花川北6・1・41・1）

市役所からの

お知らせ
市役所からの

現役並み
所得者

住民税非
課税世帯

負担割合 区　　分 自己負担額の合計の基準額

3割

1割 区分II ※1

区分 I ※2

平成30年度分の自己負担限度額

※１ 世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない方
※２ 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が０円（公的年金収入の

みの場合、その受給額が80万円以下）、または老齢福祉年金を受給し
ている方

56万円
31万円
19万円

【課税所得690万円以上】212万円
【課税所得380万円以上】141万円
【課税所得145万円以上】67万円

一般

12月の審議会等開催状況 問企画課 172・3161

開催日 審議会名称（担当課） 主な議題 公開
区分

傍聴
者数

6

16

18

19

子ども・子育て会議
（子ども政策課）

北石狩衛生センター
運営モニタリング会議
（ごみ・リサイクル課）

社会福祉審議会
（福祉総務課）

厚田区地域協議会
（厚田支所地域振興課）

障害者総合支援認
定審査会
（障がい福祉課）

介護認定審査会
（高齢者支援課）

子ども・子育て支援事業計画
（第2期）の素案について

令和元年度石狩市北石狩衛生セン
ター運営におけるモニタリングの
実施状況について（上半期分）

第4次石狩市地域福祉計画につ
いて（継続審議）

厚田区地域おこし協力隊の活動
状況について

障害者総合支援法に基づく介護給
付等申請者の障害支援区分の審査

要介護、要支援の審査・判定
（12月中7回開催）

公開 0

0

0

0

―

―

公開

公開

公開

非公開

非公開

　公開される審議会の開催予定は、あい・ボード、情報公開コーナー
（市役所1階）、市ＨＰなどで、その都度お知らせしています。また審議
会の議事録は、市ＨＰと情報公開コーナーで閲覧できます。
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道庁ではアイヌの方を対象に子弟の教育や文化の保存伝承、生活と雇用の安定などの相談をお受けしています。■時 平日9時～16時
■所 ■問 （公社）北海道アイヌ協会内（札幌市中央区北2西7かでる2・7） 7®0800・800・2378 kouikisoudan@ainu-assn.or.jp

    　
昨
年
12
月
19
日
に
㈱
ト
ー
モ
ク
札

幌
工
場
と「
災
害
時
応
急
用
段
ボ
ー

ル
の
供
給
に
関
す
る
協
定
」を
締
結

し
ま
し
た
。本
協
定
に
よ
り
、災
害
時

に
段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
の
供
給
と
配
送

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

    問
合
せ
　
総
務
課
危
機
管
理
担
当

1
72
・
3
1
9
0

【
厚
田
地
区
都
市
再
生
整
備
計
画
に

お
け
る
事
後
評
価
原
案
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間
　
11
月
25
日
〜

12
月
26
日 

意
見
の
提
出
状
況
　
提
出
者
0
人

問
合
せ
　
商
工
労
働
観
光
課

1
72
・
3
1
6
7

【
石
狩
市
都
市
整
備
骨
格
方
針
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間
　
12
月
6
日
〜

1
月
6
日

意
見
の
提
出
状
況
　
提
出
者
2
人
、

意
見
な
ど
の
件
数
3
件
　

意
見
の
検
討
結
果
　
採
用
0
件
、不

採
用
0
件
、記
載
済
0
件
、参
考
0

件
、そ
の
他
3
件

問
合
せ
　
建
設
総
務
課

1
72
・
3
1
6
2
　

【
第
1
回
い
し
か
り
e
c
o
未
来
会
議
】

結
果
　
12
月
18
日
12
人

※
会
議
の
内
容
な
ど
は
、市
役
所
1

階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
や
市
Ｈ
Ｐ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

問
合
せ
　
環
境
政
策
課

1
72
・
3
6
9
8

　
石
狩
湾
新
港
地
域（
一
部
の
業
種

は
石
狩
市
全
域
）で
事
業
所
の
新
設
・

増
設
を
行
っ
た
企
業
に
、「
石
狩
市
地

域
未
来
投
資
促
進
条
例
」に
基
づ
き

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税

免
除
を
行
っ
て
い
ま
す
。免
除
を
受

け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。詳
細

は
市
H
P
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
　
企
業
連
携
推
進
課

1
72
・
3
1
5
8

　
利
用
期
限
は
29
日
（土）
で
す
。未
使

用
の
商
品
券
は
返
金
し
ま
せ
ん
の
で
、

期
限
ま
で
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
石
狩
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
事
業
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

1
72
・
3
1
4
3

【
返
還
要
求
署
名
の
お
願
い
】

　
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方

四
島（
択
捉
島
、国
後
島
、色
丹
島
、歯

舞
群
島
）の
早
期
返
還
の
実
現
を
目

指
し
、皆
さ
ん
の
署
名
を
集
め
て
い

ま
す
。

期
限
　
20
日
（木） 

場
所
　
総
務
課（
市
役
所
3
階
）・
各

支
所
地
域
振
興
課

【
パ
ネ
ル
展
】

期
間
　
4
日
（火）
〜
13
日
（木） 

※
図
書
館
休
館
日
を
除
く

場
所
　
市
民
図
書
館（
花
川
北
7
・
1
）

問
合
せ
　
総
務
課
1
72
・
3
1
4
9

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

市
民
会
議
の
結
果

石
狩
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

企
業
立
地
に
関
す
る
優
遇
制
度

2
月
7
日
は
北
方
領
土
の
日

協
定
の
締
結

粗
大
ご
み
も
リ
サ
イ
ク
ル
？

本棚の処分を検討中

企
画
　
い
し
か
り
・
ご
み
へ
ら
し
隊

ご
み
減
量
の
げ
ん
太
く
ん
◯121

読
ま
な
い
本
ば
か
り
だ
し

本
棚
を
処
分
し
た
ら

広
く
な
る
ね

木
製
の
本
棚
だ
か
ら

粗
大
ご
み
リ
サ
イ
ク
ル
が

で
き
る
か
も
！

本
棚
を

リ
サ
イ
ク
ル

し
た
い
の

で
す
が
…

古
い
け
ど

ゆ
が
み
も
な
い
し

バ
リ
ッ
と
し
て

い
る
か
ら
な
ぁ

こ
れ
は
立
派
な

本
棚
だ
な
ぁ

少
し
手
直
し
し
て

展
示
し
ま
し
ょ
う
！

　

ま
ず
は
粗
大
ご
み

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に

電
話
し
て

み
ま
し
ょ
う

「
粗
大
ご
み
処
理
券
」を

購
入
し
て
処
理
券
に
番

号
を
記
入
し
、貼
り
付
け

て
指
定
の
日
時
に
玄
関

先
に
出
し
て
く
だ
さ
い

粗大ごみコールセンター

☎62・5353

木
製
の
家
具
に
限
り

粗
大
ご
み
リ
サ
イ
ク
ル

収
集
が
で
き
ま
す

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に

搬
入
さ
れ
ま
し
た

※上記日時以外のご相談については各課窓口
へお問い合わせください

※厚田支所、浜益支所では時間外の窓口を開設
しておりません

平日8時45分～17時15分
※時間外の窓口では石狩ハイスタンプ会が発行
するハイスタンプ券での納付はできません

時
間
外
納
付・相
談
窓
口

開
設
日
時

23（日・祝） 10時～15時 
27（木） 17時15分～20時

開
設
窓
口

市税と国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

上下水道料金

納税課（市役所1階15番窓口）
☎72・3118

水道営業課（市役所2階）
☎72・3133

納
期
限

上下水道料金（1月分）
国民健康保険税（第9期）
後期高齢者医療保険料（第8期）
介護保険料（第9期）
市営住宅使用料（2月分）

石狩ハイスタンプ券での納付

10（月） 

3/2（月） 


